
⋯
　
平
成
20
年
度
補
正
予
算
　
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
一
般
会
計
︵
第
４
号
︶

◎
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
︵
第
３
号
︶

◎
介
護
保
険
特
別
会
計
︵
第
２
号
︶

◎
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
特
別
会
計
︵
第
２
号
︶

○
下
水
道
事
業
特
別
会
計
︵
第
２
号
︶

⋯
　
条
例
の
制
定
　
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
廃
棄
物
の
処
理
及
び
再
利
用
条
例

⋯
　
条
例
の
一
部
改
正
　
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
墓
地
等
の
設
置
及
び
管
理
条
例

○
下
水
道
条
例

◎
国
民
健
康
保
険
条
例

⋯
　
そ
の
他
　
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
道
路
線
の
認
定
︵
８
件
︶

◎
市
立
産
業
文
化
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
の
指
定

◎
福
岡
中
央
公
園
拡
張
整
備
工
事
︵
土
木
︶
請
負
変
更

契
約
の
締
結

以
上
、
可
決

⋯
　
人
事
　
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
︵
２
件
︶　
　
　
　
同
意

⋯
　
請
願
　
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
公
共
工
事
に
お
け
る
賃
金
等
確
保
法
︵
公
契
約
法
︶

の
制
定
を
求
め
る
意
見
書
の
採
択
を
求
め
る
　
採
択

⋯
　
意
見
書
　
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
公
共
工
事
に
お
け
る
賃
金
等
確
保
法
︵
公
契
約
法
︶

の
制
定
を
求
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
可
決

・
自
営
業
者
の
配
偶
者
や
家
族
の
働
き
分
を
認
め
な
い

所
得
税
法
第
五
十
六
条
の
撤
廃
を
求
め
る

・
消
費
税
増
税
を
行
わ
な
い
こ
と
を
求
め
る

・
障
害
者
自
立
支
援
法
を
廃
止
し
、
真
に
障
害
者
の
自

立
の
た
め
の
福
祉
法
制
を
つ
く
る
こ
と
を
求
め
る

・
脳
卒
中
・
認
知
症
患
者
を
病
院
か
ら
追
い
や
る
診
療

報
酬
の
算
定
改
定
の
中
止
を
求
め
る

・
政
府
の
責
任
で
労
働
者
の
雇
用
を
守
る
緊
急
対
策
を

求
め
る

・
国
民
の
く
ら
し
を
応
援
す
る
経
済
対
策
を
求
め
る

・
妊
産
婦
健
診
無
料
化
を
十
四
回
ま
で
制
度
化
す
る
こ

と
を
求
め
る

・
医
師
不
足
解
消
を
求
め
る

・
高
齢
者
差
別
医
療
制
度
の
廃
止
を
求
め
る以

上
、
否
決

⋯
　
決
議
　
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
﹁
仕
事
と
生
活
の
調
和
﹂
が
実
現
し
た
社
会
の
構
築

に
関
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
可
決
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下
水
道
の
使
用
料
を
、
平
均
で

一
三
・
三
％
値
上
げ
す
る
と
い
う

条
例
改
正
に
対
し
、
反
対
一
件
、
賛

成
二
件
の
討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

下
水
道
使
用
料

　
　
平
均

13.3
％
値
上
げ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　
反
対
討
論
で
は
、
大
不
況
で
雇
用
不
安
が
蔓
延
し
て
い
る
今
の

時
期
に
料
金
値
上
げ
が
行
な
わ
れ
、
生
活
保
護
世
帯
の
減
免
規
定

も
廃
止
さ
れ
た
。
合
併
前
の
旧
大
井
町
で
は
審
議
会
等
で
住
民
の

意
見
を
聞
く
な
ど
し
て
き
た
が
、
今
回
は
そ
う
い
う
こ
と
も
な
く

値
上
げ
を
す
る
の
は
納
得
が
い
か
な
い
、
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し

た
。

　
賛
成
討
論
で
は
、
下
水
道
事
業
に
か
か
る
経
費
負
担
は
、﹁
雨

水
公
費
・
汚
水
私
費
﹂
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、
汚
水
に
つ
い
て
は

受
益
者
負
担
と
し
て
、
下
水
道
使
用
料
で
賄
う
べ
き
。
一
般
会
計

か
ら
の
繰
り
入
れ
に
大
き
く
依
存
す
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
。
現

行
の
下
水
道
使
用
料
は
、
供
給
開
始
以
来
一
度
も
値
上
げ
さ
れ
て

お
ら
ず
、
二
十
六
年
間
据
え
置
い
て
き
た
。
値
上
げ
幅
に
つ
い
て

も
、
改
正
後
の
新
使
用
料
は
荒
川
右
岸
流
域
下
水
道
構
成
団
体

︵
十
三
市
町
村
︶
の
中
で
下
か
ら
五
番
目
で
あ
り
、
十
分
に
市
民

負
担
を
考
慮
し
た
料
金
体
系
で
あ
る
、
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　
◎
全
員
賛
成
　
○
賛
成
多
数

提
出
議
案
と

審
議
結
果

廃棄物の処理及び再利用に関する条例

　廃棄物の発生を抑制し、再利用の促進や廃棄物が

適正に処理されることによって資源が循環利用され

るまちづくりを目指します。あわせて環境の美化を

推進し、良好な生活環境を確保します。

　実施に当たっては、市・市民・事業者の責務が明確

化されました。また、不法投棄を防ぐ「清潔の保持」

や、持ち去りを禁止する「資源物の所有権」も明記さ

れています。

　合併後の収集体制の統一により、地域間の公平性

と効率性が図れ、また市民が「持続可能な循環型社

会」の担い手となる契機になる、などの賛成討論があ

りました。

市民が「持続可能な循環型社会」

の担い手となる契機に

市立産業文化センター指定管理者の指定

　指定管理者の設置条例に続き、４月からの制度

導入に向けて民間活力を駆使した管理業務になり

ます。４回の選定委員会を経て、厳正に業者を選

定。施設の設置目的や市民サービスの向上には十

分な配慮をし、指定管理者のチェック体制が必要

との意見がありました。

市民サービスの向上に配慮を

条例

下
水
道
条
例
の
一
部
改
正

賛
　
成
　
多
　
数
　
で
　
可
　
決

指定管理者

　賛成！

住民負担を

考慮した料

金体系だ

反対！

市民の声を

聞くべき


